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【判例】 

事件の表示 事 件 名   取締役地位確認等請求事件 

判   決  平成２７年６月２９日／東京地方裁判所／民事第

８部／判決／平成２５年（ワ）１７５３４号 

事案の概要  Ｘらは、平成２０年５月２４日開催のＹ社の臨時株主総会に

おいて、Ｙ社取締役に選任された。 

 なお、Ｙ社の取締役の任期については、その定款において、選

任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する

定時株主総会の終結の時までとされていたところ、平成１８年

８月３０日開催の定時株主総会において、その期間が選任後１

０年以内へと変更され、さらに、平成２３年１月２０日開催の

臨時株主総会において、選任後１年以内へと変更された（以下、

後者の定款変更を「本件定款変更」という。）。 

論点 Ｘらを取締役から退任させ、再任しなかったことに基づく損害賠償

請求の可否 

判旨 【論点の判断】 

任期を短縮する旨の定款変更により本来の任期前に取締役から

退任させられ、その後、再任されなかった取締役は、会社が当該取

締役を再任しなかったことについて正当な理由がある場合を除き、

会社に対し、会社法３３９条２項の類推適用により、再任されなか

ったことによって生じた損害の賠償を請求することができると解

すべきである。 



【理由】 

会社法３３９条２項は、株主総会の決議によって解任された取締

役は、その解任について正当な理由がある場合を除き、会社に対し、

解任によって生じた損害の賠償を請求することができる旨定めて

いるところ、その趣旨は、取締役の任期途中に任期を短縮する旨の

定款変更がなされて本来の任期前に取締役から退任させられ、その

後、取締役として再任されることがなかった者についても同様に当

てはまるというべき。 

その他の説示① 【その他の争点①】 

任期を短縮する定款変更により退任した取締役の損害賠償額 

【争点の判断と理由】 

Ｘらは、Ｘらが取締役を退任した日の翌日である平成２３年１

月２１日から本件定款変更前の本来の任期の終期である平成２

８年６月末日までの間の得べかりし取締役報酬相当額が損害と

なる旨主張する。 

 しかしながら、平成２３年１月から平成２８年６月までの５年

５か月以上もの長期間にわたって、Ｙ社の経営状況やＸらの取締

役の職務内容に変化がまったくないとは考えがたく、Ｘらが平成

２８年６月までの間に上記の月額報酬を受領し続けることがで

きたと推認することは困難であって、その損害額の算定期間は、

Ｘらが退任した日の翌日から２年間に限定することが相当であ

る。 

その他の説示② 【その他の争点②】 

本件定款変更によってＸらは当然にＹ社の取締役から退任する

か 

【争点の判断】 

取締役の任期途中において、その任期を短縮する旨の定款変更

がなされた場合、その変更後の定款は在任中の取締役に対して当

然に適用されると解することが相当であり、その変更後の任期に

よれば、すでに取締役の任期が満了している者については、上記

定款変更の効力発生時において取締役から当然に退任すると解

することが相当である。 

【理由】 

上記の定款変更は、取締役の解任と同様の効果を発生させるも

のであるところ、取締役はいつでも株主総会の決議によって解任

することができるとされており（会社法３３９条１項）、他方、

定款変更によって当然に退任させられた取締役の保護は、解任の

場合と同様に、損害賠償によって図れば足りるというべきだから

である。 

【本件について】 
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平成２０年５月２１日に取締役に選任されたＸらは、平成２３

年１月２０日に取締役の任期を１０年から１年に短縮する旨の

本件定款変更がなされたことにより、同日、Ｙ社の取締役から当

然に退任したことになるというべきである。その後、ＸらがＹ社

の株主総会において取締役に再任された事実は認められないか

ら、結局、ＸらがＹ社の取締役の地位にあるということはできな

い。 

 


